
 【記載例】 ※裏面もご確認ください。 

名に初めて振り仮名を記載する方 



「名の振り仮名の届(名に初めて振り仮名を記載する方)」 

 

■届出期間 

令和７年５月２６日～令和８年５月２５日 

 

■届出人 

法定代理人(原則) 

※法定代理人が複数いる場合は、そのうち一人からの届出で足ります。 

 

■持参するもの 

記入済みの「名の振り仮名の届」 

※読み方が一般的でない際は、その読み方を現在使用していることを証明する

書類(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)が必要となる場合

があります。 

 

■注意事項 

・パスポートや年金などで使用している氏名の振り仮名と、戸籍上の氏名の振

り仮名が異なると、変更手続きが必要となる可能性があります。 

・一度届出をした後に振り仮名の変更届出をする場合は、家庭裁判所の許可が

必要となります。 

 

 

 

【問い合わせ先】 

足立区 戸籍住民課 戸籍届出係 

TEL ０３－３８８０－５０６５(直通) 

FAX ０３－５６８１－７６６２ 

(平日:午前 8時 30分～午後 5時、第４日曜日:午前 9時～午後 4時) 


